
別紙−３

テーマ設定型「⼟⽊鋼構造⽤塗膜剥離剤技術」技術⽐較表（平成30年度当初公表版）（暫定版） ※技術名五⼗⾳順
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 備考

アクアリムーバーエコ
⼯法

インバイロワン⼯法 エコクリーンバイオ
EPP(エコ・ペイン

ト・ピーリング)⼯法
ネオハクリ⼯法

ネオリバー泥パック⼯
法

バイオハクリＸ−ＷＢ パントレ⼯法 ペリカンリムーバー リペアソルブS⼯法

アクアリムーバーエコ
（Aタイプ）

インバイロワン エコクリーンバイオ
アクアインプラス

２０２Ｎ
ＮＥ−１

ネオリバー泥パック橋
梁⽤TypeⅡ

バイオハクリ
Ｘ−ＷＢ

パントレ
ペリカンリムーバー

アクアＤＸ
リペアソルブＳ

CB-180010-VE
KT-060135-VE

（掲載期間終了）
CB-170030-VR

KT-150081-VE
(掲載期間終了)

CG-170006-VE
KK-070037-VE

（掲載期間終了）
KT-160043-VE KK-160028-VE KK-170037-VE CB-170013-VE

菊⽔化学⼯業株式会社
インバイロワンシステム

株式会社
ヤマダインフラテクノス

株式会社
ＪＦＥエンジニアリング

株式会社
株式会社ネオス 三彩化⼯株式会社 ⼭⼀化学⼯業株式会社

好川産業株式会社
株式会社ソーラー

⼤伸化学株式会社 三協化学株式会社

円/1,000㎡ 8,020,000 6,334,400 5,060,800 5,080,000 5,948,130 4,944,900 6,061,443 6,251,350 5,631,635 5,210,900 ⾒積による

g/㎡/回 1,500 1,070 642 550 749 530 1,070 1,060 880 1,070

ポータブル型
エアレス塗装機

エアスプレー
（霧吹き）

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

ポータブル型
エアレス塗装機

1回⽬ 362 416 383 408 398 422 409 409 406 403 24時間積算温度
2回⽬ 324 418 − 404 406 420 403 425 416 411 24時間積算温度
1回⽬ 245 291 266 290 272 276 298 290 255 257 48時間積算温度
2回⽬ 335 351 − 348 340 340 357 356 320 324 48時間積算温度
1回⽬ 505 466 463 470 457 470 463 463 461 478 24時間積算温度
2回⽬ - 479 - 500 - 498 - 473 - - 24時間積算温度
1回⽬ 399 447 424 448 433 439 434 440 453 438 48時間積算温度
2回⽬ - 477 - 500 - 473 - 472 498 485 48時間積算温度

性能評価
指標

要求⽔準 単位

最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯
応募者の希望により１

回施⼯
最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯ 最⼤２回施⼯

桁腹板
（常温・低温）

下フランジ
（常温・低温）

桁腹板
（常温・低温）

下フランジ
（常温・低温）

常温 桁腹板 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

低温 桁腹板 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

常温 桁腹板 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

低温 桁腹板 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

新設時
Ａ塗装系

常温 桁腹板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新設時
Ｂ塗装系

常温 桁腹板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⽣分解度 60%以上 − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

半数致死濃度
（LC50）

10 mg/Lより⼤き
い − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１物質「劇物」（基準値
以下）

３物質「劇物」（いずれ
も基準値以下）

１物質「劇物」（基準値
以下）

１物質「劇物」（基準値
以下）

１物質「劇物」（基準値
以下）

２物質「第１種指定化学
物質」（いずれも基準値
未満）

１物質「第１種指定化学
物質」（基準値未満）

１物質「第１種指定化学
物質」（基準値未満）

１物質「第１種指定化学
物質」（基準値以上）

２物質「第１種指定化学
物質」（いずれも基準値
未満）

１物質「第１種指定化学
物質」（基準値未満）

１物質（ＳＤＳ交付義
務）

１物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
２物質（ＳＤＳ交付義
務）
２物質（基準値未満）

２物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
２物質（ＳＤＳ交付義
務）
１物質（基準値未満）

１物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
１物質（基準値未満）

２物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
１物質（基準値未満）

２物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
２物質（ＳＤＳ交付義
務）
１物質（基準値未満）

１物質（ラベル表⽰・
SDS交付義務）
１物質（基準値未満）

１物質「特定第2類物質」
「特別管理物質」（基準
値以下）

１物質「特定第2類物質」
「特別管理物質」（基準
値以下）

１物質「特定第2類物質」
「特別管理物質」（基準
値以下）

１物質「第２種有機溶剤
等」（基準値以下）

１物質「第3種有機溶剤
等」（基準値以下）

１物質「第３種有機溶剤
等」（基準値以下）

１物質（基準値以下）
１物質「第3種有機溶剤
等」（基準値以下）

１物質「指定物質」 １物質「指定物質」 １物質「指定物質」 １物質「指定物質」

２物質 ３物質 ２物質 ２物質 １物質 １物質 １物質 ２物質 2物質 １物質

− ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

− ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

− １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し

− １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し １年後変状無し

常温 桁腹板 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3

低温 桁腹板 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2

応募者
ヒアリ
ングに
て確認

− −

・施⼯者へ製品取扱い
の安全指導を実施予定

・定期的に講習会を開
催し、施⼯者に対し施
⼯指導や安全教育を実
施
・講習会の受講、試験
合格者に技術者証を発
⾏（⾃社資格者制）
・技術者証所有会社の
み製品提供
・試験施⼯時でもメー
カーもしくは技術者証
所有者が⽴会い
・技術者証の定期更新
（4年更新）、更新時
に技術情報の共有
・適切な施⼯技術の展
開、向上を⽬的とした
施⼯技術協議会（全国
規模）の発⾜

・施⼯者⽤の作業⼿順
書の作成
・施⼯前のSDS（安全
データシート）確認の
徹底
・対象塗膜に鉛含有が
確認された場合、鉛作
業主任者技能講習修了
者のみ取扱い可能
・現場毎に管理責任者
を定め、保管時の施
錠、数量チェックを実
施

・施⼯者に対する施⼯
計画書作成の提⾔・指
導
・現場毎に管理責任者
を定め、保管時の施
錠、数量チェックを実
施

・施⼯者や販売代理店
に対し、製品取扱いの
説明や講習会を定期的
に実施
・試験施⼯時、現場施
⼯時にメーカー技術者
が⽴ち会い、施⼯技
術、保護具着⽤、薬剤
の保管・廃棄⽅法を指
導
・SDS（安全データー
シート）の他、製品カ
タログにも安全管理に
関する注意事項を記載
・カタログ、SDS（安
全データシート）の製
品使⽤前の確認を徹底

・メーカーもしくは
メーカー委託販売店か
ら施⼯者に対し、使⽤
⽅法や安全管理等を施
⼯前に説明
・施⼯者に対し、取り
扱い注意事項を記⼊し
たカタログ、施⼯要領
書、試験施⼯時の要領
書を提供
・施⼯者に対し作業に
適した安全装備に関す
る情報を提供
・製品の盗難、紛失に
関する注意喚起
・必要に応じ、現場施
⼯時（使⽤開始時等）
のメーカー技術者の⽴
会い

・施⼯者に対する剥離
剤使⽤前の施⼯指導、
安全教育の実施

・定期的に講習会を開
催し、施⼯者に対し施
⼯指導や安全教育を実
施
・必要に応じ、現場施
⼯時のメーカー技術者
の⽴会い等
・現場毎に管理責任者
を定め、保管時の施
錠、数量チェックの実
施

・希望者に対する安全
教育の実施
・施⼯者への施⼯要領
書、技術資料の提供
・必要に応じ、現場施
⼯時にメーカー技術者
が⽴会い

・ラベルには安全対
策、作業⼯程図、養⽣
時間等を記載し、施⼯
者に正しい使⽤⽅法を
周知
・使⽤経験が少ない施
⼯者に対する勉強会の
実施と現場指導
・施⼯者向けに作業⼯
程の動画、ＣＰＤＳ動
画を公開

作業性の内、たれ性Ｂ−１及び作業効率Ｂ−３については、現地試⾏において狭⼩な施⼯範囲で作業していること及び通常作業時の塗付機械を使⽤していないことから⽐較表より除外した。
※２：実橋梁による現地試⾏においては、総塗膜厚500μm以上の橋梁での試⾏が出来なかったため「 − 」表⽰とする。
※３：事業者は、排出量等の届け出（PRTR）、この物質を譲渡⼜は提供する際に性状及び取扱い等に関する情報（SDS）の提供が義務付けられている。
※４：事業者は、事故の発⽣により当該物質が排出され、⼈の健康や⽣活環境に被害を⽣じるおそれがあるときに、事故時の措置および都道府県知事等に届出を⾏う必要がある。

安全性

安全性

その他

実橋梁に
よる現場
実証にて
確認

塗替え
塗膜の
耐久性

・
防⾷性

試験板
による
試験に
て確認

現
場
実
証
結
果

性能評価項⽬等

現
場
実
証
に
て
確
認

実
橋
梁
に
よ
る

実
橋
梁
に
よ
る
現
場
実
証
に
て
確
認

室
内
試
験
に
て
確
認

塗膜剥離剤の安全な取り扱いに対する
取り組み（Ｅ−２）

臭気
(Ｅ−１)

新設時
Ａ塗装系

臭気強度

Ｂ塗装系

屋外暴露
耐久性

(Ｄ−２)

Ａ塗装系 塗膜⼀般部の外観変状、塗
膜カット部からの最⼤腐⾷
幅、塗膜の付着性

①   毒物及び劇物取締法：毒物、劇物

③   労働安全衛⽣法：有害物質ばく露作業報
告対象物質

④   労働安全衛⽣法：ラベル表⽰・SDS交付
義務対象物質

⑤   特定化学物質障害予防規則：特定化学物
質

新設時
Ｂ塗装系

番号

技術名称

NETIS番号

応募者

概算標準施⼯費
新設時Ａ塗装系（五⽇市⾼架橋を想定）

1回塗付〜剥離まで
広島県単価（2019.2）

仮設（⾜場・交通誘導員・安全施設等）含まず
直接⼯事費のみ（諸経費含まず）

概算算出剥離剤塗付量
新設時Ａ塗装系（五⽇市⾼架橋を想定）

応募
資料
情報

折れ線グラフで表⽰
（クリックすると拡⼤）

新設時
Ｂ塗装系

剥離剤塗付⽅法

剥離性
(Ａ−１)

1回の剥離剤塗付
で剥離できる塗膜
厚

℃･h
低温

新設時
Ｂ塗装系

低温

剥離剤名称

常温

現場
実証
時

状況

塗付できる

塗膜
剥離性

現地塗膜剥離性の現場実証条件：塗付剥離回数は最⼤2回まで

積算
温度

新設時
Ａ塗装系

常温

−
塗付性

(Ｂ−２)

新設時
Ａ塗装系

エアレス塗装機あ
るいははけ・ロー
ラーによる塗付の
可否

作業性

−
※２

技術
基本
情報

塗膜⼀般部の外観変状、塗
膜カット部からの最⼤腐⾷
幅

素地調整程
度2種と同

等以上

動⼒⼯具処
理より少な

い

−

規制化学物質
を含まないこ
とが望ましい

素地調整程
度2種と同

等以上Ｂ塗装系

②   化学物質排出把握管理促進法：指定化学
物質

⑥   有機溶剤中毒予防規則：有機溶剤

⑦   ⼤気汚染防⽌法：有害⼤気汚染物質

⑧   ⽔質汚濁防⽌法：指定物質

⑨   その他有害性または危険性が確認されて
いるもの⼜は有害性若しくは危険性が予測さ
れるもの（主に⼈体に対するもの）

⿂毒性
（Ｃ−３）

⽣分解性
（Ｃ−２）

粉じん
発⽣量

(Ｃ−１)

塗膜除去作業で発
⽣する粉じん量

93℃より
⼤きい

引⽕点
剥離剤⽕災

安全性
(Ｃ−４) 剥離した塗膜

質量濃度
(mg/m3)

促進暴露
耐久性

(Ｄ−１)

−

Ａ塗装系

※後処理薬剤（クリーナー・シンナー
等）を⽤いた技術はなかった。

※剥離時（スクレーパー）≦⽐較技術
（動⼒⼯具処理）

※3枚の平均値
最⻑１０年で判定する

※3枚の平均値

−

SDS及び
化学分析
により得
られた製
品の組

成・成分
情報と化
学物質関
連法規と
の照合

※平成31年3⽉度時点の法令に基づい
た結果である。
※各法令等に重複して指定されている
物質有り

化学
成分

(Ｃ−５)

−−

新設時
Ａ塗装系

※3

※4 ※4 ※4
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